
第十四号書式(第三十三条、第三十四条関係)(日本産業規格 A列 4番)

記載心得

１ 外国人にあつては、「本籍」にかえ、その「国籍」を記載すること。

２ 再交付を受けようとする事由には、原船員手帳番号が滅失し、又はき損した年月日、場所及び状況

をも記載すること。

３ 指定市町村長に対して申請するときは、収入印紙ははらないこと。

船員手帳再交付(書換え)申請書

令和 年 月 日

瀬戸内町長 殿

申請者氏名
ふりがな

（□ 旧姓併記を希望する）

こくど たろう

国土 太郎

性 別（ 男 ・ 女 )

昭和 ３６年 ９月 ３０日生

本 籍 鹿児島県鹿児島市中央町１番地１号

現住所 鹿児島県鹿児島市東谷山２丁目１４番地１０号●●マンショ

ン１０２号

船員手帳の再交付（書換え）を受けたいので、船員法施行規則第 32条の(第 34条)規定に
より申請します。

記

１ 原船員手帳番号

鹿児島 第 11203 – 6号

２ 船舶所有者の住所及び氏名又は名称

住 所：鹿児島県鹿児島市中央町１番地１

事業者名：九州運輸株式会社

３ 再交付（書換え）を受けようとする事由

□有効期間満了一年以内のため □有効期間経過（航海中に限る）

□無余白のため □滅失又はき損のため

収 入

印 紙

(1950円)

書換・再交付

【交付する船員手帳番号】

第 号

記載例

写真

（縦 4.5㎝×横 3.5㎝）

申請日

県名や番地等は省略せずに記入

該当箇所に☑

書換申請では、現有の

船員手帳番号も記載

・雇用証明書の住所、事業者名を

記載

・船員手帳第（六）表の雇入契約

関係の住所、事業者名を記載（雇

用継続中の場合）

（2号官庁印押印欄）


